
港区耐震改修促進計画（令和４年３月改定）の概要 
 

 

■耐震化の目標（本編 P21～23） 

 前計画策定時及び現在の耐震化率の推移や東京都耐震改修促進計画で掲げられた目標を踏まえ、本計画の目標年

次における耐震化率の目標を次のとおり定めます。 

建築物の区分 

耐震化率 東京都 

（参考） 前計画 本計画 

策定時 

平成28年３月末 

目 標 

令和７年度末 

現 状 

令和３年３月末 

目 標 

令和８年度末 

目 標 

令和７年度末 

住宅  

住宅 戸 87.0％ おおむね解消
※１ 91.8％ 95.0％ おおむね解消

区立住宅等 戸 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
(主な公共住宅) 

おおむね解消

緊急輸送道路沿道建築物 

特定緊急輸送道路 

沿道建築物 
棟 90.9％ 100.0％ 93.4％ 100.0％

総合到達率 99％、

かつ、区間到達率

95％未満の解消

一般緊急輸送道路 

沿道建築物 
棟 76.0％※２ 90.0％ 81.7％ 90.0％ 90.0％

特定建築物 棟 84.9％ - 85.3％ 95.0％ 95.0％

区有建築物 棟 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ (都有建築物)100.0％
※１ 令和７年度末に耐震性が不十分な建築物をおおむね解消     ※２ 一般緊急輸送道路沿道建築物の前計画策定時の耐震化率は、平成 27 年３月末現在 

第４章 耐震化推進の具体的取組 

 区のこれまでの取組状況や新たな目標設定を踏まえ、第３章で示した 4 つの基本方針に沿った施策を次のとおり

実施し、区内建築物の耐震化を促進します。 

項 目 細 目 対象者 
前計画からの 

変更等 

１ 建物所有者に対する 

普及啓発 

（本編 P25～27） 

(1)地域危険度の周知 区民 継続 

(2)区民を対象とした広域的な情報提供 区民 拡充 

（３）建物所有者に対する支援制度の紹介 所有者 新規 

(４)建物所有者が相談できる体制の充実 居住者/所有者 継続 

(５)耐震化への取組についての PR 区民 継続 

(６)耐震改修促進税制の周知 所有者 継続 

(７)区内建築物のデータベース構築・活用 区民 新規 

２ 建物所有者への指導・

助言等（本編 P28） 

(１)耐震診断義務付け建築物に対する働きかけ 所有者 拡充 

(２)特定既存耐震不適格建築物に対する働きかけ 所有者 継続 

３ 耐震化に対する支援策 

（本編 P29） 

(1)耐震診断の助成 所有者 拡充 

(2)耐震補強設計・耐震改修工事の助成 所有者 拡充 

(3)建替え・除去の助成 所有者 拡充 

(4)老朽化マンションの建替え促進 所有者 継続 

４ その他関連施策の推進

（本編 P30～33） 

(1)家具類の転倒防止対策 居住者 継続 

(2)外装材などの落下物防止対策 所有者 継続 

(3)エレベーター閉じ込め防止対策・耐震対策 所有者 拡充 

(4)工作物の倒壊・落下・脱落防止対策 所有者 継続 

(5)ブロック塀の改善対策 所有者 拡充 

(6)がけ・擁壁の改善対策 所有者 拡充 

(7)大規模空間の天井脱落対策 所有者 継続 

(8)建築物の液状化対策 区民 継続 

(9)超高層建築物等の長周期地震動対策 所有者 継続 

（１０）新耐震基準のうち平成 12 年以前の木造住宅への支援 所有者 新規 

 （11）建築時の耐震性や環境性能の確保 所有者 新規 

 （12）定期報告制度を活用した指導 所有者 新規 

第１章 計画の概要 

第２章 港区の耐震化の現状と課題／第３章 耐震化の目標  

■背景（本編 P1） 

 平成７年１月の阪神・淡路大震災における建築物の倒壊の状況を踏まえ、国は、建築物の耐震改修の促進に関する

法律（平成７年法律第 123 号。以下「耐震改修促進法」という。）を制定しました。耐震改修促進法では、都道府

県耐震改修促進計画に基づき、区市町村の耐震改修促進計画を定めるよう努めることが規定されています。 

 区は、平成 19 年に策定された「東京都耐震改修促進計画」を受け、平成 20 年に「港区耐震改修促進計画」を策定

し、平成 26 年、29 年に計画の見直しを行いながら、区内建築物の耐震化を進めています。 

 首都直下地震の切迫性が指摘される中、平成 30 年６月に大阪府北部を震源とする地震、同年９月には北海道胆振

東部地震が発生し、被災地では多くの建築物等に被害が出ており、建築物の耐震化は急務となっています。 
 

■目的・位置づけ（本編 P1～2） 

 ＳＤＧｓに掲げる目標や区として２０５０年に温室効果ガスの実質排出量ゼロ（ゼロカーボンシティ）を目指す方

向性を踏まえ、区民の生命と財産を保護するとともに都市機能を維持するため、建築物の耐震化を計画的かつ総合

的に推進することを目的に「港区耐震改修促進計画を改定（以下「本計画」という。）」します。 

 本計画は、耐震改修促進法第６条第１項に規定される、区市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進

を図るための計画で、都道府県耐震改修促進計画に基づき策定することとされており、令和３年３月に改定された

「東京都耐震改修促進計画」及び「港区基本計画」等と整合を図ります。 
 

■計画期間（本編 P7） 

 令和４年度から令和８年度までの５年間 

（関係法令や上位関連計画の改定、社会情勢等の変化に合わせて、計画期間内でも必要に応じ見直しを行います。） 

■耐震化の取組に関する評価と課題（本編 P17～19） 

 耐震化の進捗状況を踏まえ、耐震化を進める上で区が抱える課題を次のとおり示します。 

課題１ 建物所有者の耐震化に対する意識の醸成 

課題２ 法や条例に基づく各主体の義務の履行 

課題３ 建物所有者への支援の充実 

課題４ 建築物の耐震性能向上に加えた安全対策の実施 
 
■耐震化の基本方針（本編 P20） 

 耐震改修促進法の主旨や耐震化の現状、課題などを踏まえ、耐震化を推進するにあたっての基本方針を次のとお

り示します。 

基本方針１ 建物所有者の主体的な取組を促すために普及啓発を図ります。 

建築物の耐震化は、港区防災対策基本条例における防災対策の基本理念である「自助・共助・公助」の考え方

を踏まえ、建物所有者によって行われることを基本とし、区は、建物所有者に対し、耐震性向上に向けた取組の

重要性や、区としての取組等を周知啓発します。 

基本方針２ 建物所有者が必要な措置を行うための指導・助言を行います。 

区は、建物所有者に対し、耐震改修促進法及び東京都耐震化推進条例に基づく指導・助言を行うことで耐震化

を促します。 

基本方針３ 建築物の耐震化を促進するため建物所有者に必要な支援を行います。 

建築物の耐震化は、建物所有者や占用者との合意形成、工法等の技術的検討が必要になるほか、設計や工事に

多額の費用が必要になります。区は、建物所有者に対し、技術的支援や財政的支援を行います。 

基本方針４ 建築物の耐震化に加えて地震時の様々な安全対策に取り組みます。 

建築物の耐震化だけでなく、家具等の転倒、ブロック塀等の倒壊、エレベーターの閉じ込めなど起こりうる事

象への対応が必要となります。区は、区民等の安全・安心を確保するための様々な取組を行います。 

継続：前計画から引き続き実施  拡充：前計画から内容を拡充  新規：前計画から新たに追加 拡充 新規 


